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【目的】一定のスイッチ OTC成分を配合した対象医薬品を年間 12,000円超購入し

た場合に所得控除を受けられるセルフメディケーション税制(以下「本税制」)が

平成 29年 1月 1日から施行された。(適用は一定の条件あり)本研究ではアンケー

ト調査と市場調査を行い、本税制の認知度や問題点を検討した。 

【方法】アンケート調査は施行 4か月前と施行 2か月後に一般消費者(施行前 337

名、施行後 1945 名)に対して行った。市場調査は、施行 4 か月後に薬局やドラッ

グストア(60店舗)で本税制に関する掲示や説明などについて行った。 

【結果・考察】一般消費者の本税制に関する認知度は、「名前も内容も知っている」

が施行前は 16.6%、施行後は 25.7%で有意に増加していたが、施行前後ともに低か

った。しかし、本税制を「利用したい」が施行前は 80.7%、施行後は 90.0%で、本

税制の利用意欲は高かった。市場調査では本税制のポスターが掲示された店舗が

33.3%と低く、本税制の情報を得られる機会が少ないことが明らかになった。また、

薬局内での説明では、本税制適用に要する対象医薬品の購入金額があいまいであ

ったり、質問しないと本税制について説明されない店舗が散見された。施行後の

アンケートの自由記述では、「健康診断を受けていなくても確定申告できるように

しておいてほしい」や「セルフメディケーションでフィットネスクラブの利用料

金を補助してほしい」などの要望が見られた。また「その制度について知らない」

や「手続きがよくわからない」など本税制の認知が進んでいないことを示す記述

があった。 

本研究から、本税制の利用意欲は高いので店舗等での広報活動を拡大すること

で本税制の利用が推進されることが示唆された。 


